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市
の
職
員
数
・
給
与
な
ど
を
公
表
し
ま
す

　

市
の
職
員
数
・
給
与
な
ど
の
概
要
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
市
の
「
人
事
行
政
の
運
営
等
の

状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
、

市
民
の
皆
様
に
職
員
の
任
用
や
勤
務
条
件

を
公
表
す
る
も
の
で
す
。

職員の任免及び職員数に関する状況

採用者・任用替職員数（平成 25 年４月１日）単位：人
区分 試験採用 選考採用 任用替 計

一般行政職 8 0 3 11
技能労務職 0 0 △ 3 △ 3

計 8 0 0 8

退職者数（平成 25 年 3 月 31 日）単位：人
区分 定年 勧奨 その他 計

一般行政職 8 5 0 13
技能労務職 1 0 0 1

計 9 5 0 14

年齢別職員数の状況（平成 25 年４月１日）単位：人
区分 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 計
男性 0 13 61 78 87 239
女性 0 14 27 32 68 141

計 0 27 88 110 155 380

部門別職員数の推移（各年 4 月１日）単位：人
区分 Ｈ 24 Ｈ 25 増減数

一般行政部門 264 262 △ 2
教育部門 84 81 △ 3

公営企業等 38 37 △ 1
総合計 386 380 △ 6

※教育長を除く

職員の給与の状況

平均給料月額および平均年齢（平成 25 年４月１日）
区分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 ３３０，８００円 45.3 歳
技能労務職 ３１３，７００円 53.2 歳

初任給の状況（平成 25 年４月１日）

一般行政職
大学卒 １７２，２００円
短大卒 １５２，８００円
高校卒 １４０，１００円

経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 25 年４月１日）
経験年数 10 ～ 15 年未満 15 ～ 20 年未満 20 ～ 25 年未満

一般行政職
大学卒 ２７７，１００円 ３１５，３００円 ３４３，３００円
短大卒 ２５８，５００円 ３０１，９００円 ３２７，２００円
高校卒 ２４３，０００円 ２８６，５００円 ３１６，３００円

特別職の報酬等の状況（平成 25 年４月１日）
区分 給料月額 期末手当 区分 報酬月額 期末手当

給料
市長 ７７５，０００円 ６月期　1.4 月分

12 月期　1.55 月分
計　2.95 月分

報酬
議長 ３１５，０００円 ６月期　1.60 月分

12 月期　1.75 月分
計　3.35 月分

副市長 ５９８，０００円 副議長 ２６５，０００円
教育長 ５４６，０００円 議員 ２４９，０００円

※副市長については現在不在です。

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

勤務時間（平成 25 年４月１日）
区　　分 状　　　況

正規の勤務時間 １週間あたり 38 時間 45 分
開始・終了時間 開始　8：30　終了　17：15

休憩時間 12：00 ～ 13：00

職員研修の状況（平成 24 年度）単位：人
研修区分 受講人数
基本研修 20
専門研修 65
自主研修 77

計 162

7 級

6 級

5級

4級

3級

2級

1級
人数

12％

42％
15％

17％17％

6％ 2％ 6％

分限及び懲戒処分の状況（平成 24 年度）単位：人
処分の種類 件数

分限処分
降任 0
休職 1
免職 0

懲戒処分

戒告 0
減給 0
停職 0
免職 0

市長公室長、部長、教育次長、議会事務局長、会計管理者

課長

参事・課長補佐等

係長・主任教諭等

係長・主幹等

主任・技師等

主事・技手等

級別職員数（平成 25 年 4 月 1 日）
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麻
生
藩
校
「
精
義
館
」
の
『
論
語
』
教
育
を
人
材
育
成
に
活
用

～
「
精
義
館
」
ひ
と
・
ま
ち
づ
く
り
講
座
を
開
催
～

武
館
）」
跡
が
あ
り
ま
す
。
幕
末
に
は
吉
田
松
陰

な
ど
勤
王
志
士
た
ち
も
全
国
か
ら
訪
れ
、
庶
民
の

教
育
水
準
の
高
さ
に
驚
か
さ
れ
た
記
録
を
残
し
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
藩
校
や
郷
校
は
、
藩
士
の

み
な
ら
ず
向
学
心
あ
る
商
家
や
農
家
等
庶
民
に
も

開
放
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

中
で
も
、
麻
生
藩
で
は
教
育
振
興
の
一
環
と
し

て
『
論
語
』
な
ど
を
題
材
と
し
た
藩
士
の
教
育
を

実
践
し
て
き
ま
し
た
。
京
都
に
近
い
近
江
出
身
で

将
軍
家
に
も
仕
え
、
初
代
新
庄
直
頼
は
外
様
藩
な

が
ら
徳
川
家
康
と
の
交
友
関
係
も
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
学
問
に
重
き
を
置
き
第
４
代
藩
主
新
庄
直
時

の
時
代
で
あ
る
延
宝
期
（
１
６
７
３
～
１
６
８
１
）

に
は
、
津
久
井
俊
傭
を
講
師
に
取
り
立
て
江
戸
藩

邸
に
お
い
て
儒
学
講
座
な
ど
を
開
講
し
、「
家
塾

形
態
」
の
教
育
活
動
を
始
め
て
い
ま
す
。
そ
の
後

も
津
久
井
氏
一
門
を
教
育
方
に
登
用
し
江
戸
藩
邸

を
中
心
に
「
私
塾
型
」
の
教
育
活
動
を
続
け
ま
し

た
。
第
11
代
藩
主
新
庄
直
計
は
「
寛
政
異
学
の

禁
」
に
反
対
し
た
山
本
北
山
の
折
衷
学
を
踏
襲
す

る
吉
田
義
輔
に
も
儒
学
を
講
義
さ
せ
た
り
し
て
い

ま
す
。
第
15
代
藩
主
直
敬
は
明
治
２
（
１
８
６
９
）

年
に
本
貫
地
で
陣
屋
を
置
い
た
こ
の
麻
生
の
地
に

藩
校
「
精
義
館
」
を
設
立
し
、
学
問
の
目
的
、
教

員
の
職
制
、
学
制
そ
し
て
教
育
の
方
法
等
を
整
え

教
育
基
盤
の
礎
を
築
い
た
の
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
伝
統
文
化
の
再
興
と
併
せ
て
地
域

の
課
題
を
考
え
る
と
、
現
代
社
会
は
大
き
く
変
化

し
、
価
値
観
の
多
様
化
お
よ
び
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に

よ
り
人
々
の
結
び
つ
き
が
弱
ま
っ
て
い
ま
す
。
一

見
人
々
の
繋
が
り
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ

化
や
デ
ジ
タ
ル
化
も
ま
た
真
の
心
の
交
流
を
希
薄

化
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
市
で
は
ま
ち
づ
く
り
の
基

礎
は
人
づ
く
り
と
し
て
捉
え
、
麻
生
藩
が
江
戸
時

代
を
と
お
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
人
材
育
成
の
た

め
の
教
育
活
動
の
す
が
た
か
ら
人
づ
く
り
の
術
を

学
ぶ
こ
と
と
し
ま
し
た
。
特
に
「
精
義
館
」
の
儒

学
の
教
え
の
中
か
ら
『
論
語
』
を
取
り
上
げ
、
子

ど
も
た
ち
に
そ
の
教
え
を
伝
え
ら
れ
る
社
会
人
の

リ
ー
ダ
ー
づ
く
り
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

前
半
の
講
座
で
は
、「
お
と
な
の
論
語
指
導
者

養
成
セ
ミ
ナ
ー
」
と
し
て
６
月
か
ら
８
月
ま
で
の

７
回
シ
リ
ー
ズ
で
『
論
語
』
の
基
本
と
麻
生
藩

校
「
精
義
館
」
の
教
育
の
す
が
た
を
学
び
ま
し
た
。

講
師
に
は
、
茨
城
工
業
高
等
専
門
学
校
教
授
の
瀬

尾
邦
雄
先
生
を
迎
え
、
孔
子
や
『
論
語
』
の
基
礎

を
学
び
ま
し
た
。
ま
た
、
藩
校
「
精
義
館
」
の
名

の
由
来
と
な
っ
た
『
論
語
精
義
』
を
と
お
し
て
、

『
論
語
』
の
精
神
的
価
値
と
哲
学
性
が
最
高
の
人

格
を
形
成
す
る
こ
と
な
ど
の
教
育
を
大
切
に
推
し

進
め
、
常
陸
国
に
お
け
る
教
育
の
先
駆
的
存
在
と

な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
学
び
ま

し
た
。

　

後
半
の
講
座
で
は
、
受
講
生
と
企
画
政
策
課
ま

ち
づ
く
り
担
当
を
中
心
に
、『
論
語
』
に
息
づ
く

思
い
や
り
の
心
や
相
手
を
お
も
ん
ぱ
か
る
心
、
あ

る
い
は
志
を
持
ち
最
後
ま
で
や
り
通
す
精
神
力
の

醸
成
な
ど
の
力
を
、
児
童
・
生
徒
そ
し
て
親
子
を

対
象
と
し
た
学
び
の
場
を
創
れ
る
よ
う
学
習
会
を

継
続
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

応
用
編
は
、
10
月
５
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
い
た
し

ま
す
。『
論
語
』
を
活
か
し
た
教
育
活
動
に
興
味
の

あ
る
方
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

企
画
政
策
課
（
麻
生
庁
舎
）

☎ 

０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

　

大
河
ド
ラ
マ
で
紹
介
さ
れ
「
な
ら
ぬ
こ
と
は
な

ら
ぬ
」
で
一
躍
有
名
に
な
っ
た
会
津
藩
教
育
の
土

台
と
な
っ
て
き
た
会
津
藩
校
「
明
倫
館
」、
ま
た

茨
城
県
内
で
は
著
名
な
水
戸
藩
弘
道
館
な
ど
と
同

様
に
、
こ
の
行
方
地
方
に
も
多
く
の
有
能
な
人
材

を
輩
出
し
て
き
た
教
育
機
関
の
歴
史
が
あ
っ
た
こ

と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？

　

行
方
市
内
に
は
、
麻
生
藩
新
庄
氏
の
設
置
し
た

藩
校
「
精
義
館
」
跡
や
水
戸
藩
徳
川
氏
の
弘
道
館

の
系
譜
で
あ
る
地
方
教
育
施
設
「
玉
造
郷
校
（
文麻生藩家老屋敷記念館

おとなの論語指導者養成セミナー
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※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

市
営
住
宅
の
入
居
者

　
　
　
　
　
　
　
を
募
集
し
ま
す

都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）

　
　

☎ 
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

　

社
会
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

　
　
　

☎ 

０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

み
な
み
原
団
地
（
旧
麻
生
）

　
所
在
地　
　

青
沼
８
４
１
‐
14

　
間
取
り
　
　
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

　
構
　
造
　
　
Ｒ
Ｃ
造

　
募
集
戸
数
　
１
戸

諸
井
団
地
（
旧
玉
造
）

　
所
在
地　
　

玉
造
甲
４
１
７
５

　
間
取
り
　
　
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

　
構
　
造
　
　
Ｒ
Ｃ
造

　
募
集
戸
数
　
１
戸

応
募
資
格
　
次
の
①
～
③
の
全
て
の
要
件

に
該
当
す
る
方

①
単
身
入
居
以
外
の
方
で
現
在
住
宅
に

困
っ
て
い
る
方

②
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

③
条
例
で
定
め
る
基
準
内
の
収
入
で
あ
る
方

（
例
）
一
般
世
帯
の
場
合　
（
１
世
帯
の
合
計

所
得
―
控
除
額
）
÷
12
＝
15
万
８
千
円
以
下

申
込
方
法
　
所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
都
市
建
設
課(

玉
造
庁
舎)

に

提
出

申
込
締
切
　
９
月
２
日（
月
）～ 

９
月
18
日（
水
）

そ 

の 

他 

【
入
居
者
の
選
考
】

市
営
住
宅
管
理
条
例
第
８
条
に
よ
り
入
居

者
選
考
委
員
会
を
行
い
入
居
者
を
決
定
い

た
し
ま
す
。

難
病
患
者
福
祉
見
舞
金
支
給
制
度

（
平
成
25
年
度
分
）

　

行
方
市
で
は
、
難
病
患
者
に
対
し
て
、

難
病
患
者
と
そ
の
家
族
の
労
苦
を
見
舞
う

と
と
も
に
、
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に

「
難
病
患
者
福
祉
見
舞
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

平
成
25
年
度
も
支
給
対
象
に
な
る
方
は
、

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者　

行
方
市
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、

茨
城
県
か
ら
交
付
さ
れ
た
「
一
般
特
定
疾

患
医
療
受
給
者
証
」
ま
た
は
、「
特
定
疾
患

登
録
証
」
を
お
持
ち
の
方

見
舞
金
額
　
年
額　

１
万
円

申
請
期
間　

９
月
２
日（
月
）～
10
月
31
日（
木
）

必
要
書
類  

①「
一
般
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
」
ま
た

は「
特
定
疾
患
登
録
証
」

②
難
病
患
者
本
人
の
預
金
通
帳

③
印
鑑

　

こ
の
期
間
は
、
広
く
県
民
の
間
に
動
物
の
愛

護
と
動
物
の
正
し
い
飼
い
方
に
つ
い
て
の
関
心

と
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

○
動
物
を
飼
う
と
き
は
、習
性
を
よ
く
理
解
し
、

終
生
責
任
を
持
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う
。

○
人
と
動
物
と
の
調
和
の
と
れ
た
豊
か
な
環
境

作
り
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

○
動
物
を
い
た
わ
り
、命
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。

○「
不
幸
な
命
」
を
産
ま
な
い
、
産
ま
せ
な
い
た

め
に
、
不
妊
・
去
勢
手
術
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

○
飼
い
主
は
、
鑑
札
、
迷
子
札
を
つ
け
る
な
ど
所

有
者
明
示
を
し
、逸
走
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

○
動
物
を
み
だ
り
に
虐
待
し
、
ま
た
は
遺
棄
し
た

者
は
罰
金（
50
万
円
以
下
）
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

９ 月 １ 日 ～ ３ ０ 日 ま で は 動 物 愛 護 月 間 で す

動　物　愛　護　フ　ェ　ア

～人と動物が共生する地域社会の現実～　
日　　時　９月 21 日（土）10：00 ～ 15：00

会　　場　水戸市千波公園徳川光圀公像前広場等

内　　容　 愛犬のしつけ方相談・動物なんでも相談（猫                               

等の飼い方・健康について）・動物愛護啓発

（啓発グッズ等の配布）・読み聞かせ（好文

カフェ内）

　　　　　※ 動物愛護推進員や獣医師がお答えします。

連  絡  先　茨城県動物指導センター ℡ 0296-72-1200

☆お散歩はリードを付けて！ ☆ウンチ袋を携帯しましょう！
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行方市船子７－４   TEL ０２９９－７７－５９５９

　　      診　療　時　間

平     日  午前 9時～12時
　　　  午後２時～   7 時土曜日  

午前 9時～12時
祝　日  

午前9時～12時

休診日  日曜日

　           
1 月 1 日～ 3日

各種健康保険・労災・交通事故　受付

山 下 鍼 灸 整 骨 院

行方市で　いっしょに　健康づくり行方市で　いっしょに　健康づくり
　          健 康 保 険 診 療
 健康保険    初検料         再診料
 1 割負担 ８００円  ６００円 
２割負担 ９５０円    ４５０円
３割負担 １１００円    ６００円
子供料金 

５００円   ３００円中学生迄

健康保険を使って痛みの改善を
最強マシン！ポラリスカイネで
深層筋マッサージと柔道整復で
施術致します
はり、きゅうで慢性化した痛み
の改善を致します

至麻生方面

至玉造方面

GS

五町田へ

国道 355 号
ココ

P

船子

旧
道

〒 行方郵便局

※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

《 市 公 用 車 を 売 却 し ま す 》
売却方法　 条件付一般競争入札

【入札物品 1】
車　　　名：パジェロ

排　気　量：２．４７L

初年度登録：平成２年６月

車検満了日：平成 25 年７月 24 日

走  行  距  離：２０２，３６８㎞

　　　　　（平成 25 年７月 24 日現在）

最低売却価格：１０，０００円（税抜き）

【入札物品 2】
車　　　名：ウイングロード

排　気　量：１．４９L

初年度登録：平成 10 年５月

車検満了日：平成 25 年５月 12 日

走  行  距  離：１９５，６６１㎞

　　　　　（平成 25 年 5 月 12 日現在）

最低売却価格：１０，０００円（税抜き）

【入札参加資格】①個人の場合：行方市に住民基本台帳登録 または 外国人登録されている方
                                    法人の場合：  行 方市に事業所を有する法人
                                ②市税に未納の税額がない方

【入札案内書】　 配 布 日：９月２日（月）～９月 19 日（木）※土・日・祝日を除く。
　　　　　　　     配布場所：麻生庁舎　財政課契約検査グループ／  玉造庁舎　都市建設課用地管理改良グループ

【参加申し込み】　申込期間：９月９日（月）～９月 19 日（木）※土・日・祝日を除く。
　　　　　　　　申込場所：麻生庁舎　財政課契約検査グループ

【 物  品  公   開 】　日         時：９月９日（月）～９月 19 日（木）※土・日・祝日を除く。
　　　　　　　　　　　         午前９時～午後４時（ただし、正午から午後１時までを除く）　
                                  公開場所：玉造庁舎駐車場

【 入  札  予  定 】　日         時：９月 30 日（月）　午後１時 30 分　／　入札会場：麻生庁舎　別棟　会議室
※ その他、入札参加申込方法、申込条件等があります。詳しくは『入札案内書』をご確認ください。

【問い合わせ先】　入札：財政課契約検査グループ（麻生庁舎・℡ 0299-72-0811）
　　　　　　　　物品：都市建設課用地管理改良グループ（玉造庁舎・℡ 0299-55-0111）
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屋外広告物の表示には許可が必要です

～まちの良好な景観のために～

　まちの中には、さまざまな種類の「屋外広告物 ( ※ )」があります。これらの屋外広告物を表示するときは、

原則として市長の許可を受けることが必要です。

　まちの良好な景観のために、屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。

※屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物のことで、看板、立看板、

はり紙、　はり札のほか、広告板、建物などの壁面利用広告などをいいます。

◆　屋外広告物については、「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から、表示場所や

　　大きさなどを規制しています。

　【主な規制の例】

(1) 自己の店舗等に、店名、取扱商品名などを表示する場合（自家広告物）

　  次の場合は，禁止地域でも表示することができます。

　・ 広告物の合計面積が５㎡以下で、許可基準に適合する場合

　・ 広告物の合計面積が１００㎡以下（第１種禁止地域にあっては、合計面積が建築物の規模に応じて定めら

　　れた面積以下で、一の広告物の面積が 15㎡以下）で、許可基準に適合し、市町村長の許可を受けた場合

(2) 自己の店舗等から離れた場所に表示する場合など

　　道路の敷地境界から一定の範囲の区域（商業地域等を除く。）、信号機の付近などの「禁止地域」および街路樹、

　道路標識、電柱などの「禁止物件」には、原則として広告物を表示できません。

◆　屋外広告物は、種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには、

　　更新許可の手続きが必要です。許可期間が切れた屋外広告物は、違反広告物として除却命令の対象になり

　　ますのでご注意ください。

◆　屋外広告物の許可手続きや許可基準などについては、下記問い合わせ先へご相談ください。新たに店舗等

　　を建築するなどの際に、屋外広告物を表示する場合は、事前にご相談をお願いします。

（問い合わせ先）行方市建設部都市建設課都市計画グループ　             TEL 0299-55-0111

　　　　　　　  茨城県土木部都市局都市計画課都市行政グループ　TEL 029-301-4579
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フットパスウォーク参加者募集
　フットパスとは、イギリスが発祥で、里山、田園風景、町並など地域

にある風景を楽しみながら歩ける小径（こみち）のことです。一般的な

ウォーキングや観光地巡りとは異なり、地域に昔からあるありのままの

光景を楽しみながら歩くのが特徴です。

　今回、江戸時代この地を治めた麻生藩ゆかりの地を巡る「麻生陣屋コー

ス」のフットパスウォークを計画いたしました。

　皆さまのご参加をお待ちしております。

期　　日　10 月３日 ( 木 )

場　　所　天王崎観光交流センター（白帆の湯）　行方市麻生 419-1

内　　容　受付（13:00 ～ 13:30）　→　麻生陣屋コースでのフットパス　

　　　　　ウォーク（13:30 ～ 15:30）　→　休憩後 解散　　  ※雨天決行
そ  の  他   フットパスウォークを行うため、歩きやすい服装、靴、雨天

                      時の雨具等を用意してください。

参 加 費   500 円　　　定員　40 名　　　募集期限　９月 25 日（水）

申込方法　電話、ＦＡＸにて

申し込み・問い合わせ先　　商工観光課（北浦庁舎）　

                                                        電話　0291-35-2111　　ＦＡＸ　0291-35-3258



なめがた　2013.9.1 12

 

シリーズ　国民健康保険
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特
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療
機
関
で
も
受
診
で
き
ま
す

　浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮さ
せるには、定期的な維持管理（保守点検・清掃）と定期検査（法定検査）が必要であり、法律により実施が義務付けら
れています。適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう、皆さまのご協力をお願いします。
保守点検
　■浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。
　　また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
　■ 10 人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年３～４回行う必要があります。
　■県に登録している保守点検業者に委託してください。
清　　掃
　■浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
　■年に 1 回以上（全ばっ気方式は６カ月に１回以上）行う必要があります。
　■市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。
法定検査
　■浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
　■最初の検査は、浄化槽を使い始めてから３～８カ月以内に行う必要があり、その後は毎年 1 回受ける必要があります。
　■県指定検査機関である（公社）茨城県水質保全協会（TEL 029-291-4004）に申し込みをしてください。
一括契約システム
　■保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」があります。大変便利なシステムですので、
　　ぜひご利用ください。
　■現在契約されている保守点検業者、清掃業者または（公社）茨城県水質保全協会（TEL 029-291-4004）に申し込み
　　をしてください。

浄化槽をお使いの皆さまへ
【問い合わせ】下水道課（玉造庁舎）TEL0299-55-0111　茨城県生活環境部環境対策課 TEL029-301-2966

　※単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
　　   単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水は、そのまま放流されてし
　   まいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、汚れの量をおよそ１／８に減らせます。
　　  身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。

　医療機関で健診を受けるには　

対象：行方市国民健康保険加入者
　　   （40 歳から 75 歳未満の方）

　 ○国保年金課へ直接申し込み（保険証持参）
　　 ○電話での申し込み

･･･ 特定健診受診券を発行します
　（電話で申し込まれた方には郵送します）

　医療機関に予約をして受診してください
　　 受診当日は受診券・保険証・健診料５００円が必要です     

　結果を見る（必要なら医療や特定保健指導を受ける）

　生活習慣を改善　

健康

行方市内で受診できる医療機関
　　なめがた地域総合病院・曽内科クリニック・釼持外科医院・
　　小沼診療所・北浦診療所
　　※その他の契約医療機関については国保年金課までお問い合わせください。

　　　【問い合わせ】国保年金課　℡ 0299-55-0111　内線 131
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問い合わせ　収納対策課（麻生庁舎）　☎ 0299－72－0811

税 金 のお知らせのお知らせ

　市では、差押不動産の入札による公売を実施します。参加を希望する
方は、下記の内容をよくご確認の上、入札してください。また、市役所
各庁舎にある「公売広報」や市ホームページでもご覧いただけます。

■公売日時　平成 25 年 10 月 30 日（水）

■受　　付　午後 0 時 50 分　入札説明　午後 1 時

■入札開始　午後１時 20 分　入札終了　午後２時

■場　　所　行方市役所北浦庁舎２階第１会議室

今月の税金
固定資産税　第３期

国民健康保険税　第３期

納付期限（口座振替日）

は９月30日です。

不動産公売の案内

■公売対象不動産
区分 所在 地番 地目 地籍（㎡） 見積金額（円） 公売保証金（円）

13-1 根小屋字埜地東 1016 田 1575 550,000 60,000

13-2 島並字上 1731 田 1749 480,000 50,000

13-3 於下字於下 2217 田 1519 530,000 60,000

13-4 於下字今宿 2401 田 2504 800,000 80,000

13-5 小貫字三ツ井戸 937-1 田 880 210,000 30,000

13-6 小貫 2810-7 山林（現況：雑種地） 330 500,000 50,000

13-7

（２筆一括）
西蓮寺字弁天

420-4

420-5

宅地（現況：雑種地）

宅地（現況：雑種地）

39.43

870.95
390,000 40,000

13-8 玉造字カキトリ 甲 5166 畑 784 170,000 20,000

※所在はすべて行方市内

■農地法の許可を必要とする農地（田・畑）の公売参加には、行方市農業委員会の発行する『買受適格
　証明書』の提出が必要となります。証明書の交付申請の手続等については、事前に行方市農業委員会
　事務局（北浦庁舎１階  TEL 0291-35-2111）へお問い合わせの上、証明書発行等を受けてください。

■公売には、原則として、定められた公売保証金を納付すれば、どなたでも参加することができます。
　ただし、買受人の制限（国税徴収法第 92 条）、公売実施の適正化のための措置（国税徴収法第 108 条）
　等、買受人となることができない方は参加できません。

■市では、買受人への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡の義務を負い
　ません。物件内の動産類やごみの撤去、占有者の立ち退きなどは、全て買受人自身で行っていただき
　ます。また、隣地との境界は買受人と隣地所有者で協議してください。

■公売日直前に、滞納税の完納などで中止になる場合がありますので、入札参加前に公売実施の有無を
　収納対策課でご確認ください。


